
 

 

 

 

大阪市会議員定数及び各選挙区選出数に関する条例の一部を改正する条例 

 

大阪市会議員定数及び各選挙区選出数に関する条例（昭和26年大阪市条例第19号）の一部を次

のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

第１条 本市会議員の定数は70人とする。 

第２条 各選挙区から選出する議員数は、次

のとおりとする。 

    選挙区       議員数 

   北   区      ３ 人 

[略] 

   西 淀 川 区      ２ 人 

[略] 

   東 淀 川 区      ４ 人 

   東 成 区      ２ 人 

   生 野 区      ３ 人 

   旭   区      ２ 人 

   城 東 区      ４ 人 

[略] 

   住 之 江 区      ３ 人 

   住 吉 区      ４ 人 

   東 住 吉 区      ３ 人 

   平 野 区      ５ 人 

[略] 

第１条 本市会議員の定数は81人とする。 

第２条 [同左] 

     

選挙区       議員数 

   北   区      ４ 人 

[同左] 

  西 淀 川 区      ３ 人 

[同左] 

   東 淀 川 区      ５ 人 

   東 成 区      ３ 人 

   生 野 区      ４ 人 

   旭   区      ３ 人 

   城 東 区      ５ 人 

[同左] 

   住 之 江 区      ４ 人 

   住 吉 区      ５ 人 

   東 住 吉 区      ４ 人 

   平 野 区      ６ 人 

[同左] 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

   附 則 

１ この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 各選挙区選出数については、令和７年の国勢調査により官報で公示された人口に基づき、所

要の見直しを行うものとする。 

大阪市条例第49号
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